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府中市地域防災計画 新旧対照表（案） 

該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（震-153） 

第２部 

第７章 

第２節 

【予防対策】 

１ 初動医療体制の整備 

１－２ 医療救護体制の整備 

（資料７２ 【府中市医師会】「災害時の医療救護活動についての

協定書」） 

（資料７３ 【府中市歯科医師会】「災害時の歯科医療救護活動に

ついての協定書」） 

（資料７８ 【府中市薬剤師会】「災害時の救護活動に関する協定

書」） 

【予防対策】 

１ 初動医療体制の整備 

１－２ 医療救護体制の整備 

（資料７２ 【府中市医師会】「災害時の医療救護活動についての

協定書」） 

（資料７３ 【府中市歯科医師会】「災害時の歯科医療救護活動に

ついての協定書」） 

（追加） 

（震-155） 

第２部 

第７章 

第２節 

【予防対策】 

３ 災害拠点病院等の指定 

 

【予防対策】 

３ 災害拠点病院等の指定 

 

（震-162） 

第２部 

第７章 

第２節 

【応急対策】 

４ 医薬品・医療資器材の確保 

（資料７８ 【府中市薬剤師会】「災害時の救護活動に関する協定

書」） 

【応急対策】 

４ 医薬品・医療資器材の確保 

（資料７８ 【府中市薬剤師会】「災害時における応急医薬品等の

調達に関する協定書」） 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（風-7） 

第２部 

第１章 

４ 浸水対策 

 ４－２ 浸水想定区域における避難体制確保 

○ 市は、浸水想定区域の指定があったときは、「府中市地域防災

計画」において、当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項につ

いて定める。 

４ 浸水対策 

 ４－２ 浸水想定区域における避難体制確保 

○ 「水防法」の２度の改正(平成１３年７月３日施行、平成１７年

７月１日施行)により、市は、浸水想定区域の指定があったとき

は、「府中市地域防災計画」において、当該浸水想定区域ごとに、

次に掲げる事項について定める。 

（風-8） 

第２部 

第１章 

４ 浸水対策 

 ４－２ 浸水想定区域における避難体制確保 

○ 市は、国土交通省令で定めるところにより、「府中市地域防災

計画」において定められた上記の事項を住民に周知するため、水

害ハザードマップ等これらの事項を記載した印刷物の配布その

他の必要な措置を講じていく。 

４ 浸水対策 

 ４－２ 浸水想定区域における避難体制確保 

○ 市は、国土交通省令で定めるところにより、「府中市地域防災

計画」において定められた上記の事項を住民に周知するため、洪

水ハザードマップ等これらの事項を記載した印刷物の配布その

他の必要な措置を講じていく。 

（風-9） 

第２部 

第１章 

４ 浸水対策 

 ４－４ 地下空間への浸水被害対策 

 （３）地下空間管理者による情報判断 

○ 地下空間管理者は、日頃から浸水実績図や浸水想定区域図を基

に、当該地下空間の浸水の危険性を把握し、避難誘導経路を確保

した上で、施設利用者の避難確保計画を作成し、市長に報告し、

公表する。 

(資料１２８ 「浸水想定区域内に所在する災害時要援護者施設・保

育施設」） 

 

 

 

 

 

 

４ 浸水対策 

 ４－４ 地下空間への浸水被害対策 

 （３）地下空間管理者による情報判断 

○ 地下空間管理者は、日頃から浸水実績図や浸水想定区域図を基

に、当該地下空間の浸水の危険性を把握し、避難誘導経路を確保

した上で、施設利用者の避難確保計画を作成し、市長に報告し、

公表する。 

(資料１２８ 「浸水想定区域内に所在する災害所要援護者施設・保

育施設」） 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（風-9） 

第２部 

第１章 

５ 都市型水害対策 

 ５－１ 基本的な考え方 

 【施策の体系】 

 

５ 都市型水害対策 

 ５－１ 基本的な考え方 

 【施策の体系】 

 

（風-10） 

第２部 

第１章 

５ 都市型水害対策 

 ５－５ 水害ハザードマップの作成 

（１）水害ハザードマップの作成 

○ 想定される浸水の区域や程度、避難路や避難場所等の情報を分

かりやすく図示した「水害ハザードマップ」（平成２９年７月発

行）を公表し、事前に市民へ周知することは、市民の危機管理意

識の向上や自主的避難体制の確立等、洪水の被害軽減に極めて有

効である。 

○ 市は、都から流域ごとの浸水想定区域図を受け、水害ハザード

マップの原案及び防災上の課題について調査・検討した上で、水

害ハザードマップを作成する。 

○ 市は、地域の実情と作成の目的を的確に反映するため、都等関

係機関(学識経験者、気象専門機関、関連市、自主防災組織関係

者、地域の代表者等)の協力を得ることとする。 

５ 都市型水害対策 

 ５－５ 洪水ハザードマップの作成 

（１）洪水ハザードマップの作成 

○ 想定される浸水の区域や程度、避難路や避難場所等の情報を分

かりやすく図示した「洪水ハザードマップ」（平成２３年４月発

行）を公表し、事前に市民へ周知することは、市民の危機管理意

識の向上や自主的避難体制の確立等、洪水の被害軽減に極めて有

効である。 

○ 市は、都から流域ごとの浸水予想区域図を受け、洪水ハザード

マップの原案及び防災上の課題について調査・検討した上で、洪

水ハザードマップを作成する。 

○ 市は、地域の実情と作成の目的を的確に反映するため、都等関

係機関(学識経験者、気象専門機関、関連市、自主防災組織関係

者、地域の代表者等)の協力を得ることとする。 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

① 水害ハザードマップ原案の作成 

水害ハザードマップの作成条件を設定するとともに、浸水や

避難に係る情報を収集整理し、洪水時において、どうすれば住

民が安全に避難できるのかを十分に議論し、その検討結果を基

に原案を作成する。 

① 洪水ハザードマップ原案の作成 

洪水ハザードマップの作成条件を設定するとともに、浸水や

避難に係る情報を収集整理し、洪水時において、どうすれば住

民が安全に避難できるのかを十分に議論し、その検討結果を基

に原案を作成する。 

（風-11） 

第２部 

第１章 

５ 都市型水害対策 

５－５ 水害ハザードマップの作成 

（１）水害ハザードマップの作成 

② 防災上の課題の検討・整理 

府中市水害ハザードマップの作成の検討過程から明らかに

なった防災上の課題を抽出・整理する。例えば、避難手段、避

難場所、避難ルート、情報伝達体制、伝達手段、要配慮者の避

難、ライフライン等に関する課題を整理する。 

【水害ハザードマップの内容】 

 

（２）「府中市地域防災計画」等への活用 

○ 市は、作成した水害ハザードマップを「府中市地域防災計画」

等に活用する。 

５ 都市型水害対策 

５－５ 洪水ハザードマップの作成 

（１）洪水ハザードマップの作成 

② 防災上の課題の検討・整理 

府中市洪水ハザードマップの作成の検討過程から明らかに

なった防災上の課題を抽出・整理する。例えば、避難手段、避

難場所、避難ルート、情報伝達体制、伝達手段、要配慮者の避

難、ライフライン等に関する課題を整理する。 

【洪水ハザードマップの内容】 

 

 

（２）「府中市地域防災計画」等への活用 

○ 市は、作成した洪水ハザードマップを「府中市地域防災計画」

等に活用する。 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（風-50） 

第３部 

第５章 

２ 避難勧告等の判断・伝達 

２－１ 避難勧告の判断基準等 

（２）避難に要する時間を見込んだ避難勧告の発令 

 

２ 避難勧告等の判断・伝達 

２－１ 避難勧告の判断基準等 

（２）避難に要する時間を見込んだ避難勧告の発令 

 

（東-19） 

 

第５章 

第１節 

２ 警戒宣言、地震予知情報等の伝達 

２－１ 警戒宣言の伝達等 

（１）一般市民に対する警戒宣言の伝達系統及び伝達手段 

 

２ 警戒宣言、地震予知情報等の伝達 

２－１ 警戒宣言の伝達等 

（１）一般市民に対する警戒宣言の伝達系統及び伝達手段 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-53） 

 

資料３５ 

資料３５ 災害時の緊急啓開路線図（緊急輸送ネットワーク） 

 

資料３５ 災害時の緊急啓開路線図（緊急輸送ネットワーク） 

 

（資-53-2） 

 

資料３５－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３５－２ 優先啓開道路図 

 

資料３５－２ 優先啓開道路図 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-83） 

 

資料４９ 

資料４９ 府中市災害対策本部条例施行規則 

府中市災害対策本部条例施行規則 

昭和 58 年 12 月 3 日 
規則第 54 号 

改正 昭和 63 年 12 月 14 日規則第 34 号 
平成 2 年 4 月 19 日規則第 14 号 
平成 4 年 5 月 2 日規則第 16 号 

平成 5 年 4 月 27 日規則第 12 号 
平成 6 年 4 月 1 日規則第 11 号 

平成 7 年 6 月 14 日規則第 14 号 
平成 8 年 4 月 1 日規則第 10 号 

平成 10 年 3 月 31 日規則第 20 号 
平成 11 年 6 月 7 日規則第 20 号 

平成 13 年 5 月 15 日規則第 25 号 
平成 14 年 3 月 28 日規則第 10 号 
平成 15 年 3 月 27 日規則第 11 号 
平成 17 年 3 月 31 日規則第 13 号 
平成 18 年 3 月 7 日規則第 11 号 

平成 19 年 3 月 27 日規則第 14 号 
平成 19 年 3 月 27 日規則第 29 号 
平成 20 年 3 月 25 日規則第 11 号 
平成 21 年 3 月 25 日規則第 10 号 
平成 21 年 3 月 26 日規則第 11 号 
平成 24 年 3 月 30 日規則第 16 号 
平成 25 年 3 月 29 日規則第 18 号 
平成 27 年 4 月 28 日規則第 40 号 
平成 29 年 3 月 27 日規則第 19 号 

府中市災害対策本部条例施行規則(昭和 38 年 7 月府中市規則第 15
号)の全部を改正する。 

資料４９ 府中市災害対策本部条例施行規則 

府中市災害対策本部条例施行規則 

昭和 58 年 12 月 3 日 
規則第 54 号 

改正 昭和 63 年 12 月 14 日規則第 34 号 
平成 2 年 4 月 19 日規則第 14 号 
平成 4 年 5 月 2 日規則第 16 号 

平成 5 年 4 月 27 日規則第 12 号 
平成 6 年 4 月 1 日規則第 11 号 

平成 7 年 6 月 14 日規則第 14 号 
平成 8 年 4 月 1 日規則第 10 号 

平成 10 年 3 月 31 日規則第 20 号 
平成 11 年 6 月 7 日規則第 20 号 

平成 13 年 5 月 15 日規則第 25 号 
平成 14 年 3 月 28 日規則第 10 号 
平成 15 年 3 月 27 日規則第 11 号 
平成 17 年 3 月 31 日規則第 13 号 
平成 18 年 3 月 7 日規則第 11 号 

平成 19 年 3 月 27 日規則第 14 号 
平成 19 年 3 月 27 日規則第 29 号 
平成 20 年 3 月 25 日規則第 11 号 
平成 21 年 3 月 25 日規則第 10 号 
平成 21 年 3 月 26 日規則第 11 号 
平成 24 年 3 月 30 日規則第 16 号 
平成 25 年 3 月 29 日規則第 18 号 

（追加） 
                     （追加） 
府中市災害対策本部条例施行規則(昭和 38 年 7 月府中市規則第 15
号)の全部を改正する。 

（資-84） 

 

資料４９ 

資料４９ 府中市災害対策本部条例施行規則 

府中市災害対策本部条例施行規則 

(本部員) 

第 5 条 本部員は、次の職にある者をもつて充てる。 

政策総務部長、政策総務部財政担当参事、行政管理部長、市民協

働推進部長、市民部長、生活環境部長、文化スポーツ部長、福祉

保健部長、子ども家庭部長、都市整備部長、都市整備部まちづく

資料４９ 府中市災害対策本部条例施行規則 

府中市災害対策本部条例施行規則 

(本部員) 

第 5 条 本部員は、次の職にある者をもつて充てる。 

政策総務部長、（追加）、（追加）、（追加）、（追加）、（追加）、税務

管財部長、市民生活部長、文化スポーツ部長、福祉保健部長、子

ども家庭部長、環境安全部長、都市整備部長、（追加）、地区整備
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

り担当参事、事業部長、会計管理者、教育部長、議会事務局長及

び東京消防庁府中消防署長又はその指定する消防吏員 

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、

府中市の職員のうちから本部員を指名することができる。 

(昭 63 規則 34・平 2 規則 14・平 5 規則 12・平 6 規則 11・平 10 規

則 20・平 11 規則 20・平 13 規則 25・平 14 規則 10・平 17 規則

13・平 18 規則 11・平 19 規則 14・平 20 規則 11・平 24 規則 16・

平 27 規則 40・平 29 規則 19・一部改正) 

推進本部長、事業部長、会計管理者、教育部長及び議会事務局長

（追加） 

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、

府中市の職員のうちから本部員を指名することができる。 

(昭 63 規則 34・平 2 規則 14・平 5 規則 12・平 6 規則 11・平 10 規

則 20・平 11 規則 20・平 13 規則 25・平 14 規則 10・平 17 規則

13・平 18 規則 11・平 19 規則 14・平 20 規則 11・平 24 規則 16・

（追加）・（追加）・一部改正) 

（資-85） 

 

資料４９ 

資料４９ 府中市災害対策本部条例施行規則 

府中市災害対策本部条例施行規則 

付 則(平成 25 年 3 月 29 日規則第 18 号) 

この規則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則(平成 27 年 4 月 28 日規則第 40 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成 29 年 3 月 27 日規則第 19 号) 

この規則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

資料４９ 府中市災害対策本部条例施行規則 

府中市災害対策本部条例施行規則 

付 則(平成 25 年 3 月 29 日規則第 18 号) 

この規則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

（追加） 

 

（追加） 

（資-130） 

 

資料６８ 

資料６８ 府中市防災行政無線局設置等に関する覚書（警視庁府中警察

署） 

府中市防災行政無線局設置等に関する覚書 

 第１章 総則 

（無線管理者等） 

第６条 甲及び乙は、それぞれの庁舎内に設置された無線局の運

用に関し、無線管理者及び無線従事者をおく。 

２ 無線管理者は、甲及び乙の防災を主管する課長をもって充て 

る。 

３ 無線従事者は、甲及び乙の職員で、当該無線設備の運用に適 

合した総務大臣の免許を取得した者をもって充てる。 

資料６８ 府中市防災行政無線局設置等に関する覚書（警視庁府中警察

署） 

府中市防災行政無線局設置等に関する覚書 

 第１章 総則 

（無線管理者等） 

第６条 甲及び乙は、それぞれの庁舎内に設置された無線局の運

用に関し、無線管理者及び無線従事者をおく。 

２ 無線管理者は、甲及び乙の防災を主管する課長をもって充て 

る。 

３ 無線従事者は、甲及び乙の職員で、当該無線設備の運用に適 

合した郵政大臣の免許を取得した者をもって充てる。 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-131） 

 

資料６８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６８ 府中市防災行政無線局設置等に関する覚書（警視庁府中警察

署） 

府中市防災行政無線局設置等に関する覚書 

 第３章 その他 

（有効期間） 

第１２条 本覚書の有効期間は、平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日までとする。なお、期間満了の３か月前までに、

甲、乙、いずれからも、何らの申し出がないときは、この覚書

はさらに１年間延長されたものとみなし、以後この例によるも

のとする。 

甲、乙は、本書２通を作成しそれぞれ記名押印のうえ、その１通を

保有する。 

平成２９年５月２５日 

甲 府中市長      高野 律雄 

乙 警視庁府中警察署長 池田 学 

資料６８ 府中市防災行政無線局設置等に関する覚書（警視庁府中警察

署） 

府中市防災行政無線局設置等に関する覚書 

 第３章 その他 

（有効期間） 

第１２条 本覚書の有効期間は、平成８年１２月２７日から平成

９年３月３１日までとする。なお、期間満了の３か月前までに、

甲、乙、いずれからも、何らの申し出がないときは、この覚書

はさらに１年間延長されたものとみなし、以後この例によるも

のとする。 

甲、乙は、本書２通を作成しそれぞれ記名押印のうえ、その１通を

保有する。 

平成８年１２月２７日 

甲 府中市長       吉野 和男 

乙 警視庁府中警察署長  小松 辰夫 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-187） 

 

資料８３ 

資料８３ 指定避難場所一覧表 

指定避難場所一覧表 

 

資料８３ 指定避難場所一覧表 

指定避難場所一覧表 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-190） 

 

資料８４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料８４ 避難所一覧表 

 

資料８４ 避難所一覧表 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-197） 

 

資料８８ 

資料８８ 広域避難場所一覧表 

 

資料８８ 広域避難場所一覧表 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-198） 

 

資料８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

- 14 - 

 

該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-198-2） 

 

資料８８－２ 

（削除） 資料８８－２ 災害時における広域避難場所としての使用に関する協

定書（トヨタ自動車株式会社） 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-198-3） 

 

資料８８－２ 

（削除） 資料８８－２ 災害時における広域避難場所としての使用に関する協

定書（トヨタ自動車株式会社） 

 

（資-198-4） 

 

資料８８－２ 

（削除） 料８８－２ 災害時における広域避難場所としての使用に関する協定

書（トヨタ自動車株式会社） 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-198-5） 

 

資料８８－２ 

（削除） 料８８－２ 災害時における広域避難場所としての使用に関する協定

書（トヨタ自動車株式会社） 

 

（資-269） 

 

資料１２０ 

 

 

 

 

 

 

資料１２０ 応急仮設住宅の建設予定地一覧表 

 

資料１２０ 応急仮設住宅の建設予定地一覧表 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-286） 

 

資料１２８ 

資料１２８ 浸水想定区域内に所在する災害時要配慮者施設・保育施設 

 

資料１２８ 浸水想定区域内に所在する災害所要援護者施設・保育施設 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-287） 

 

資料１２８ 

資料１２８ 浸水想定区域内に所在する災害時要配慮者施設・保育施設 

 

資料１２８ 浸水想定区域内に所在する災害所要援護者施設・保育施設 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-288～ 

資-301） 

 

資料１２９ 

資料１２９ 重要水防箇所 

平成２９年度 河川別 重要水防箇所一覧表 

※国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所が公表する、直轄河川

重要水防箇所調書（河川別）、Ｈ２９多摩川左岸と差し替え 

 資-296 頁から資-301 頁は、頁数減のため「空白」 

資料１２９ 重要水防箇所 

平成２５年度 河川別 重要水防箇所一覧表 

（資-303） 

 

資料１３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１３１ 浸水想定区域図（多摩川水系多摩川） 

 

 

資料１３１ 浸水想定区域図（多摩川水系多摩川） 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-304） 

 

資料１３２ 

資料１２０ 府中市水防応急対策室運営要領 

府中市水防応急対策室運営要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、府中市地域防災計画（風水害編）（以下「計画」

という。）に基づき、気象庁又は関東地方整備局が風水害に関する

警報、注意報を発令発表し、またはこれに類する状況に至った場

合において、発災初期の風水害応急対策を円滑に行うため、災害

対策本部の設置を待たずに水防応急対策室（以下「対策室」とい

う。）を設置し運営するための基本的事項を定める。 

（対策室の設置） 

第２条 行政管理部長は、気象庁又は関東地方整備局が風水害に関

する警報、注意報を発令発表し、またはこれに類する状況に至っ

た場合において必要と認めるとき、対策室を設置する。対策室長

は行政管理部長とする。 

（対策室の構成） 

第３条 第２条に示す対策室の構成員（以下「対策室員」という。）

は、防災危機管理課員のほか、別表で定める関係部課職員等とす

る。 

付 則 

 この要領は平成２０年４月１日から施行する。 

 この要領は平成２３年４月１日から施行する。 

 この要領は平成２４年４月１日から施行する。 

 この要領は平成２５年４月１日から施行する。 

 この要領は平成２８年８月３０日から施行する。 

 この要領は平成２９年５月１日から施行する。 

資料１２０ 府中市水防応急対策室運営要領 

府中市水防応急対策室運営要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、府中市地域防災計画（風水害編）（以下「計画」

という。）に基づき、気象庁又は関東地方整備局が風水害に関する

警報、注意報を発令発表し、またはこれに類する状況にいたった

場合において、発災初期の風水害応急対策を円滑に行うため、災

害対策本部の設置を待たずに水防応急対策室（以下「対策室」と

いう。）を設置し運営するための基本的事項を定める。 

（対策室の設置） 

第２条 行政管理部長は、気象庁又は関東地方整備局が風水害に関

する警報、注意報を発令発表し、またはこれに類する状況にいた

った場合において必要と認めるとき、対策室を設置する。対策室

長は行政管理部長とする。 

（対策室の構成） 

第３条 第２条に示す対策室の構成員（以下「対策室員」という。）

は、防災危機管理課員のほか、別表で定める関係課職員とする。 

 

付 則 

この要領は平成２０年４月１日から施行する。 

この要領は平成２３年４月１日から施行する。 

この要領は平成２４年４月１日から施行する。 

この要領は平成２５年４月１日から施行する。 

（追加） 

（追加） 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-305） 

 

資料１３２ 

資料１２０ 府中市水防応急対策室運営要領 

別表（第３条） 

⑴ 関係部課 

部 課 

政策総務部 
広報課 

秘書課 

生活環境部 経済観光課 

文化スポーツ部 スポーツ振興課 

福祉保健部 生活援護課 

都市整備部 管理課 

土木課 

公園緑地課 

下水道課 

教育委員会教育部 
教育総務課 

学校施設課 

議会事務局 庶務課 

⑵ 状況に応じて連絡する課 

   ⑴以外の部課等 

資料１２０ 府中市水防応急対策室運営要領 

別表（第３条） 

関係課 

部 課 

生活環境部 経済観光課 

文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 

都市整備部 管理課 

土木課 

公園緑地課 

下水道課 

教育委員会教育部 総務課 

状況に応じて連絡する課 

部 課 

政策総務部 秘書課 

広報課 

議会事務局 庶務課 

 

 

 


